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１ 高齢者活動事務交付金について                
高齢者クラブに所属する方による自主的な社会貢献的活動等を助成することにより、当

該活動を促進するとともに、地域の担い手となる高齢者を育成し、もって共働のまちづく
りの推進を図ることを目的とし交付されるものです。 

 
（１）交付対象活動 

社会貢献的活動として高齢者クラブが行う以下の活動 

①地域の環境美化に関する活動 
②防災、防犯及び交通安全に関する活動 
③世代間交流、次世代への伝承等に関する活動 
④友愛奉仕活動等の地域福祉に関する活動 
⑤自治区等と協力して取り組む地域課題解決のための活動 
⑥高齢者の生活を豊かにするスポーツ活動、学習活動等 
⑦市の行政に協力する活動 
⑧その他市長が交付対象と認める活動 

 
（２）交付金額 

年度当初の高齢者クラブ会員数等の状況を基に交付金を算定します。交付額は下表を
合算した金額です。交付申請額は、交付金積算書（Ｐ1４）により計算してください。 

定額交付金 １高齢者クラブ当たり         ３４，０００円 

会員数割交付金 
会員数によって金額が異なります。 
※３５人未満のクラブには交付されません。 

詳細はＰ15 の参考２をご確認ください。 

委員等活動費 
※委員等の詳細は、 
P２をご参照ください。 

交通安全アドバイザーの選任（必須） 
７，０００円＋（３０円×会員数） 

友愛活動リーダーの選任がある場合 
７，０００円＋（３０円×会員数） 

憩の家運営費 
憩の家を開設している場合、１施設当たり 

週３回以上（年１４４回以上）開所 １０４，０００円 
週２回（年９６回以上）開所     ６５，０００円 

新規設立支援費 
１年間以上高齢者クラブがない地域において、新規設立した場合
の加算額（同一地域の加算は１度に限る） 

３０，０００円 

 ※当該交付金以外に、憩の家管理運営費（備品）補助金があります。 
詳細は、P16〜17 をご参照ください。 
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委員等の詳細について 
 

① 交通安全アドバイザー 
・地域の交通安全意識向上を図るため、街頭啓発活動や学習活動など、地域における 

交通安全を推進するリーダーです。 
・各高齢者クラブで（代表者１名）を選任して、報告してください。 
【主な活動内容】 

○依頼活動 
 豊田市交通安全学習センター、豊田市交通安全市民会議事務局から以下の活動への 

参加依頼がありますので、ご対応ください。 
内 容 時 期 問合せ先 

研修会 年１回（６〜７月） 
豊田市交通安全学習センター 
℡︓８８－５０５５ 高齢者交通事故現場移

動講習会 
年１回（10〜11 月） 

市民運動及び交通事故
死ゼロの日などの全市
的な活動 

年４回 
（春・夏・秋・年末） 

豊田市交通安全市民会議事務局
（豊田市役所交通安全防犯課内）
℡︓３４－６６３３ 

 ○その他活動 
 以下の内容など、可能な範囲で、活動を行ってください。 

・交通安全研修会の企画や交通安全学習機会の設定 
・交通死亡事故多発時等の啓発活動への参加 
・その他、高齢者クラブ独自の活動  
 

② 友愛活動リーダー（任意） 
・地域での福祉の向上を図るために、友愛訪問や声かけ運動などを積極的に行い、 

地域における友愛活動を推進していただく方です。 
【主な活動内容】 

以下の内容など、活動を行ってください。 
・各クラブ、市高連、市で行う友愛訪問の実施や介護施設への慰問等 
・その他、地域での友愛活動の推進に必要な事業 

 
（３）交付の条件 

交付金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。 
① 規約を定めていること。 
② 会計処理が明らかにされていること。民主的な運営を行っていること。 
③ 地域社会とつながりを持った活動を行っていること。 
④ 自治区等の地域の組織と連携した活動を行っていること。 
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令和７年度実績報告 令和８年度交付申請 

令和７年度実績報告 

令和７年度実績報告 

令和８年度交付申請 

令和８年度交付申請 

（４）交付の流れ 
 
＜団体＞                  ＜市＞ 

  
     

 
              

 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（５）交付に係る書類 
 交付金を受けるためには、令和７年度実績報告と令和８年度交付申請を行う必要があります。

手続きに必要な書類は以下のとおりです。 
 

【令和７年度実績報告に関する書類】 
・豊田市高齢者クラブ交付金実績報告書 
・事業報告書（総会資料でも可） 
・決算報告書（総会資料でも可） 

① 単位高齢者クラブ総会終了後 
〜4 月３日（金） 

【令和７年度実績報告に関する書類】 
【令和８年度交付申請に関する書類】 

を提出 ※（５）交付に係る書類参照 

②4 月下旬頃 
書類審査の上、 
令和７年度確定通知書を発送 
※返還金が生じた場合は、返還通知 
・納入通知書も合わせて発送 

※返還金が生じた場合のみ 
③納入通知書収受後〜5 月上旬 
 金融機関にて返還金を納入 

④5 月下旬〜6 月上旬 
書類審査の上、 
令和８年度交付決定通知書を発送＆振込み 

⑤6 月中旬〜下旬 
 交付金の振込みを確認してください 
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【令和８年度交付申請に関する書類】 
・豊田市度高齢者クラブ交付金申請書（状況報告書） 
・事業計画書（総会資料でも可） 
・予算書（総会資料でも可） 
・団体会則（総会資料でも可） 
・役員名簿（総会資料でも可）※氏名、役職名、住所及び生年月日の分かるもの 
・会員名簿（総会資料でも可） 
・請求書 

【令和８年度高齢者憩の家に関する書類（新規・変更・廃止）】 
・憩の家設置届出書 ➡新たに設置・変更・廃止があった場合 
・承諾書 ➡新たに設置・変更があった場合 

 
（６）その他 

①書類作成の留意事項  
●記入方法について 

・紙で提出する場合、ボールペンで記入（鉛筆、消せるインク等は不可） 
・訂正する際は、  （２重線）で取り消し（修正液・テープは不可） 

●総会資料の提出について 
・令和７年度「事業報告書」・「決算報告書」、令和８年度「事業計画書」・「予算書」

の提出について、総会資料内で掲載がある場合は、総会資料の提出でも可。 
・決算報告書の収入の部の「市交付金額」は、年度初めに市から振り込まれた交付

金額を記入してください。 
・総会で決議がとれた資料を御提出ください。“案”の資料は受付できませんので、 

２重線を引くなどでご対応ください。（例︓令和●年度事業計画（案）） 
・総会資料は１クラブごとに作成してください。複数のクラブでの共有は不可。 
・決算状況を確認し、憩の家開所回数が基準に満たない場合や、交通安全アドバイ

ザー・友愛活動リーダーの選任状況が申請内容と異なる場合は交付金を返還して
いただきます。 

   ●会員名簿について 
・会員名簿は、現在各単位クラブで作成しているもので構いません。  
・受付時に、会員数の確認に使用するため、通し番号を付けてください。 

②会計管理 
交付金にかかわる書類・帳簿は、収支状況を明確にしておくとともに、事業完了後
５年間保管してください。 

③個人情報の取扱い 
高齢者クラブ状況報告書等に記載された個人情報については、慎重に取り扱い、市
及び市の関係機関（豊田市高齢者クラブ連合会、社会福祉協議会等）以外では使用
しません。ただし、公共的な機関等（警察等）から正当な目的に使用するために依
頼があった場合は情報を提供する場合があります。 
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２ 記入例                         

様式第３号（第１０条関係） 

令和 ８年 ４月 １日 

豊田市長 様      

（報告者）※枠内におさまるようにご記入ください。  

高齢者クラブ名 豊田いきいきクラブ 

フリガナ トヨタ タロウ 

令和７年度会長名  豊田 太郎 

住  所 

（〒471 － 8501 ） 

（町字番地）豊田市西町３－６０ 

（アパート名等） 

電話番号 0565 （ 34 ） 6629 

 

令和７年度豊田市高齢者活動事務交付金（単位高齢者クラブ）実績報告書 

 

令和７年５月１３日付け豊地交発第３７６号で交付決定のありました、豊田

市高齢者活動事務交付金に係る高齢者クラブの活動を完了しましたので、豊田

市補助金等交付規則第１０条及び豊田市高齢者活動事務交付金交付要綱第１０

条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

①  交通安全アドバイザー 

【主な活動内容】 

・交通安全学習センターの研修会への参加 

・交通安全学習講座の実施 

・地域の危険箇所の点検活動 

 

②  友愛活動リーダー 

選任の有無 あ り  ・  な し 

【主な活動内容】 

・介護施設への訪問及び入居者との交流 

・独居老人宅を訪問し、安否を確認 

記入例１ 

令和７年度の 
会長情報を記入してください 

概要を記入  

ありの場合は概要を記入  

どちらかに○を打ってください。 
※令和７年度の交付金申請時の内容  

日付は４月１日としてください 
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③  憩の家 

設置の有無 あ り  ・  な し 

開所回数 

（※令和７年度申請時の内容） 

週 ３ 回以上開所 ・ 週 ２ 回開所 

（年１４４回以上）  （年９６回以上１４４回未満） 

【主な活動内容】 

・談話会（随時開催 月・水・０のつく日） 

・カラオケ（週２回 水・金曜日） 

・囲碁・将棋（週１回 月曜日） 

・手芸（０のつく日） 

憩の家活動実績  

月 
延べ開所回数

（回） 

延べ参加人数

（人） 
備  考 

４ 月 12 103  

５ 月 16 32  

６ 月 18 42  

７ 月 13 66  

８ 月 20 253  

９ 月 14 78  

１０月 15 85  

１１月 17 115  

１２月 12 98  

１ 月 15 88  

２ 月 14 75  

３ 月 15 96  

合 計 181 1131  

 

各月の実績を記入 

 

予定回数を下回る場合は理由を記載  

ありの場合は概要を記入  

どちらかに○を打ってください。 
※令和７年度の交付金申請時の内容  

どちらかに○を打ってください。 
※令和７年度の交付金申請時の内容  

 

【必要開所回数】 
週３回以上開所︓月 12 回／年 144 回以上 
週２回開所︓月 8 回／年 96 回以上 144 回未満 
※1 日のうち、昼休憩を挟んで、午前と午後に開所した場合は、２回開所したことにで

きます。 
※延べ開所回数が、必要開所回数に満たない場合は、返還金が生じます。 
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様式第１号（第８条関係） 

 令和 ８年 ４月 １日 

豊田市長 様 

（申請者） ※枠内におさまるようにご記入ください。 

高齢者クラブ名 豊田いきいきクラブ 

フリガナ トヨタ ジロウ 

会 長 名 豊田 次郎 

住  所 

（〒471 － 8501 ） 

（町字番地）豊田市西町 3-60 

（アパート名等） 

電話番号  0565 （ 34 ） 6629 

 

令和８年度豊田市高齢者活動事務交付金（単位高齢者クラブ） 

申請書（状況報告書） 

 

高齢者活動事務交付金の交付を受けたいので、豊田市補助金等交付規則第４

条及び豊田市高齢者活動事務交付金交付要綱第８条第１項の規定に基づき、令

和８年４月１日現在の高齢者クラブの状況を報告し、これを基に算出される交

付金を申請します。     

 

会 員 数 （令和８年４月 1 日現在） 

 男性 女性 合計 

５９歳以下 2 人 1 人 3 人 

６０～６４歳 5 人 3 人 8 人 

６５～６９歳 8 人 5 人 13 人 

７０～７４歳 7 人 12 人 19 人 

７５～７９歳 4 人 6 人 10 人 

８０～８４歳 6 人 7 人 13 人 

８５～８９歳 2 人 3 人 5 人 

９０歳以上 1 人 0 人 1 人 

合計 35 人 37 人 72 人 

 

 

 

令和８年度の会長情報を記入  

記入例２ 

令和８年４月１日現在の 
会員数を記入してください 

交付金の算定の基礎となります。 

日付は４月１日としてください 
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①  交通安全アドバイザー 

フリガナ トヨタ サブロウ 

氏  名 豊田 三郎 

住  所 
（〒471 － 8501 ） 

豊田市西町 3-60 

電話番号  0565 （ 34 ） 6629 

 

②  友愛活動リーダー 

選任の有無 あ り  ・  な し 

 

③  憩の家 

設置の有無 あ り  ・  な し 

開所回数 

（※設置の場合記入） 

週 ３ 回以上開所 ・ 週 ２ 回開所 

 （年１４４回以上）  （年９６回以上１４４回未満） 

憩 の 家 の 名 称 

（※設置の場合記入） 
  豊田いきいき   憩の家 

 

 

添付書類 

１ 令和８年度事業計画書（総会資料でも可） 

２ 令和８年度予算書（総会資料でも可） 

３ 団体会則（総会資料でも可） 

４ 令和８年度役員名簿（総会資料でも可） 

  ※氏名、役職名、住所及び生年月日の分かるもの 

５ 令和８年度会員名簿（総会資料でも可） 

６ 請求書 

７ 高齢者憩の家設置届出書 

※新たに設置・変更・廃止した場合に提出 

 

設置する場合は 
どちらかに○を打ってください 

 

開設する場合に記入 

どちらかに○を打ってください 

どちらかに○を打ってください 
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〇〇クラブ    会則 

（目    的） 
第１条   本会は、会員相互の親睦を図ると共に、高齢者の知識と経験を生かし、生

きがいと健康づくりのための多様な活動を通じ、地域社会の一員として、豊
かな長寿社会の増進に寄与することを目的とする。 

 
（名    称） 

第２条   本会は、〇〇クラブと称する。 
 

（事    業） 
第３条   本会は、第１条の目的を達成するために事業を行う。 
 

（組    織） 
第４条   本会は、主に〇〇地域（区）内に居住する６０歳以上の者で構成する。た

だし、60歳未満の者の入会を妨げない。 

（役    員） 
第５条   本会に次の役員を置く。 

（１）会長  〇名 
（２）副会長 〇名 
（３）会計  〇名 
（４）監事  〇名 
（５）理事  〇名 

２  会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
３  副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。 
４ 会計は、本会の会計を処理する。 
５ 監事は、本会の会計及び事業を監査し総会で報告する。 
６ 理事は、本会の会務の審議と運営にあたる。 

（会  議） 
第６条   本会の会議は、総会及び役員会とし、必要に応じて会長が招集する。 
 

（会計年度） 
第７条   本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 
（改    正） 

第８条   この会則の改正は、役員会で決議し、総会の承認を得なければならない。 
 
（付   則） 

この会則は、令和△年４月１日より施行する。 

見 本 
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記入例３ 
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○○○○○○○○ 
トヨタイキイキクラブ カイチヨウ 
トヨタ ジロウ サマ  

 請 求 書 年度 決定区分  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ  
 
 

豊田市長 様 合計   枚         円 △ 伝票番号      －         － 
 （地域交流課 扱）      年  月  日 課コード  
  下記口座へ振込ください。 

金融機関名（支店名まで記入してください） 

  
  金  額 

￥ ２ ０ ４ ３ ２ ０ 
 
円 あいち豊田 銀行     

信用金庫 
 事 業 名 
 令和８年度 高齢者活動事務交付金 

  

 

上記の通り請求いたします。 

 郵便番号４７１-〇〇〇〇（電話３４-〇〇〇〇） 

 住  所  豊田市西町３－６０     
クラブ名  豊田いきいきクラブ   

 氏  名 会長  豊田 次郎   

口座番号 
 普通  No. ０１４３０２０ 
口座名（名義人）※フリガナをつけてください 
トヨタイキイキクラブ 
カイチヨウ トヨタ ジロウ 
 
豊田いきいきクラブ 

会長 豊田 次郎 

  連絡事項              Ａ Ｂ Ｃ     年   月   日 

             連絡先︓34-○○○○     担当者︓豊田 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本店 
支店 
支所 

 

表紙裏面の見開きをコピー 

記入例４ 

※通帳のコピーを添付してください 

請求日は空欄 

請求書を提出してからお金が振込まれる 
までは名義変更しないでください。(６月上旬頃を予定) 

令和８年度の会長情報 

請求書に関する問合せ先（連絡先、担当者）を記入してください。 

※金額の訂正する場合は、新たに請求書を書き直してください 
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様式第８号（第１３条関係） 
令和８年４月１日 

豊田市長 様 

（届出者） 
（〒 ４７１－８５０１ ） 
住 所 豊田市西町３－６０ 

 団 体 名 豊田いきいきクラブ 

 代 表 者 名 豊田 太郎               

 電 話 番 号 ０５６５ （ ３４ ）６６２９ 
 

豊田市高齢者憩の家 設置届出書 

 
次のとおり豊田市高齢者憩の家を、設置（□新規 □変更 □廃止）しましたので、

豊田市高齢者憩の家管理運営費補助金交付要綱第１３条第１項の規定に基づき届け出
ます。 

 

所属する自治区名 豊田 自治区 

活 動 の 範 囲 
（自治区と異なる場合） 

 

憩 の 家 の 名 称 豊田 憩の家 

憩の家の設置場所 豊田市拳母町２丁目１－１ 

設 置 施 設 の 名 称 豊田自治区会館 

憩の家の利用面積            ５０ ㎡ 

 

添付書類 
１ 建物所有者（管理者）の承諾書 
  ※新たに設置・変更した場合に提出 
２ その他市長が必要と認める書類 

 

  

記入例５ 

令和８年度の会長情報  

廃止の場合、承諾書の提出は不要です
が、必ず建物所有者（管理者）には、
廃止することを連絡してください。  

①新たに設置、②変更、③廃止
があった場合は、届出書の提出
が必要です。 
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承  諾  書 
 

建物の所在地 豊田市拳母町２丁目１－１ 

建物の名称  豊田自治区会館 
 

上記の建物を、（ 豊田 ）憩の家として利用することを承諾します。 
 

令和８年４月１日 
 

（  豊田  ） 憩の家管理者 豊田 太郎 

団体名（ 豊田いきいきクラブ ） 代 表 者 名（  豊田 太郎  様）          

建物所有者（管理者） 住 所 豊田市拳母町２丁目１－１ 

 氏 名 拳母 花子 
 

建 物 平 面 図 

 

記入上の注意︓建物平面図を図示、または貼付して、憩の家として利用する部分を
太枠で囲んでください。 

会議室１  
会議室２（和室）  

WC 

事務室  

豊田憩の家  

入口  
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３ 参考資料                             
令和８年度高齢者活動事務交付金積算表 

 
■定額交付金 

①   ３４，０００円 
 
■会員数割交付金 

裏面「会員数割交付金積算表」参照             
 ②               円 

 
■交通安全活動費 

交通安全アドバイザーの選任（必須） 
 

３０円 ×     人（会員数） ＋ ７，０００円 ＝  
 

③               円 
 
■友愛活動費 

友愛活動リーダーの選任がある場合 
  

３０円 ×     人（会員数） ＋ ７，０００円 ＝ 
 

④               円 
 
■憩の家運営費（憩の家を開設する場合） 

週３回以上（年１４４回以上）開所  １０４，０００円 
週２回（年９６回以上）開所      ６５，０００円 

 

⑤               円 
 
■新規設立支援費（クラブを新規設立した場合） 

３０，０００円 
⑥               円 

 
交付金額 
① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥    ＝                 円 

 
 
※こちらの積算表は提出書類ではありません。交付金額の算定にご活用ください。 

参考１ 
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４ 憩の家管理運営費（備品）補助金について        
 
（１）補助額 
 補助率︓補助対象備品購入額の５０％ 
 補助限度額︓年間１０万円を上限 
 
（２）補助対象備品 
 ※下記の品目以外の購入は補助金対象外となります。 

 分 類 補助対象備品 
映像機器 テレビ（モニター含む） 

プロジェクター、スクリーン 
再生機器（DVD プレーヤー、Blu-ray プレーヤーなど） 

冷暖房器具 エアコン 
扇風機、サーキュレーター 
暖房器具（ストーブ、こたつなど） 

その他家電 掃除機（ロボット掃除機含む） 
電気ポット、電気ケトル 

家具 テーブル、いす 
キッチン収納棚 

 
 
（ 補 足 ） 

 １ 取付工事が必要な備品については、取付工事費も含む。 
２ 自治区所有の施設を借用した憩の家で、地域集会施設整備事業補助金の 

対象となっているエアコンについては、補助対象外とする。 
 ３ エアコンの設置に当たっては、借用している建物所有者の承諾書を添付。 

４ こたつ布団やテレビチューナー等、周辺機器も本体購入時に限り対象とす 
  る。 

 ５ 備品の買い替えに伴う処分費は補助の対象外。    
 ６ 見積書は内訳が分かるものを添付。 

７ 必要以上に豪華なものや不要と思われる周辺機器等については補助対象 
外と判断し、見積提出後に、同等品提案をする場合があります。 
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（３）備品購入費の補助金交付の流れ 
 
＜団体＞                  ＜市＞ 

 
     

 
              

 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

（４）備品の管理について 
・本補助金を受けて購入した備品は、台帳で適切に管理してください。 
・購入した備品は、他に転用することがないようにしてください。 
・管理状況の確認のため、市職員が現場確認および状況報告をお願いする場合が

あります。 
・憩の家で使用している備品の修理・廃棄は、各憩の家の判断において適切な処

理方法に従い行ってください。ただし、本補助金を受けて購入した備品を廃棄
される場合は、地域交流課までご連絡ください。 
備品購入後、一定年数経過しなければ廃棄できません。 

（耐用年数の例）テレビ︓５年間、エアコン︓６年間 等 

①交付申請書・見積書（１者以上）提出 
※申請期間︓４月中、１０月中 

       （原則年２回） 

②申請書内容を確認の上、交付決定通知 
書を発送 

③決定通知を受け、申請備品を購入 

④購入後、実績報告書・請求書・領収 
書の写し・購入した備品の写真を提出 

⑤申請書内容を確認の上、交付確定通知 
書を発送＆補助金振込み 

⑥補助金の振込みを確認してください 
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（問合せ・書類提出先） 
〒471-8501 豊田市西町 3⁻60 南庁舎 4 階 
豊田市役所 地域交流課 高齢者クラブ 担当 
TEL 0565-34⁻6629 FAX 0565-35⁻4745 
E-ma i l︓chiikikouryu@city.toyota.aichi.jp 
 


